
事 務 連 絡 
令和７年５月３０日 

 
 長野国有林森林整備協会 
 名古屋造林素材生産事業協会 
 (一社)長野林業土木協会                  殿 
 (一社)名古屋林業土木協会 
 (一社)林道安全協会中部支所  
 (一社)林道安全協会中部支所名古屋出張所 
 
 
                                             中部森林管理局 森林整備部長 
 
 

職場における熱中症対策の強化に関する労働安全衛生規則の一部改正について 

 
 
  平素より、国有林野事業の実行に当たり、ご理解ご協力を賜り感謝申し上げます。 

 

さて、令和７年５月 23 日付け事務連絡で林野庁業務課長より、別添１のとおり、職場

における熱中症対策の強化について、労働安全衛生規則の一部を改正する省令が、令和

７年６月１日から施行されると通知されたのでお知らせします。 

 

つきましては、気温の高い日が続くこれからの時期に備え、傘下会員に対して、改正

された労働安全衛生規則を踏まえた熱中症予防対策を徹底されるように指導するなど、

労働安全衛生の確保に努めるよう、機会ある毎に繰り返し要請をお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                (担当：企画官(間伐推進担当)TEL050-3160-6569) 
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事 務 連 絡  

令和７年５月 23 日  

 

各森林管理局 森林整備部長  殿 

（請負事業体等労働安全衛生担当扱い） 

 

林野庁業務課長  

 

職場における熱中症対策の強化に関する労働安全衛生規則の一部改正について 

 

 

今般、労働安全衛生規則の一部を改正する省令（令和７年厚生労働省令第 57 号）が

令和７年４月 15日に公布、令和７年６月１日から施行することとなり、事業者に対して

労働者への熱中症対策が新たに罰則付きで義務付けられることとなりました。 

このことから、各森林管理局署等の関係職員へ周知するとともに、請負事業体等に対

して同文書を活用して職場における熱中症対策が強化された労働安全衛生規則の周知

を行い、改正された労働安全衛生規則を踏まえた熱中症予防対策を徹底されるように指

導するなど、労働安全衛生の確保に努めるようお願いいたします。 

なお、今回の改正に伴い、事業者に義務付けとなる熱中症対策の具体的な実施方法

については、厚生労働省の通達等を踏まえ、別途、改めてお知らせするとともに「請

負事業体等の労働災害防止対策の推進について」（令和７年４月 25 日付け林野庁業務

課長事務連絡）の「３ 現場巡視等の実施」に当たって注意喚起する事項に追記する

等、労働安全の確保のため、必要な対応を予定しているところです。 

この他、労働災害防止のため、請負事業体等が行う熱中症対策の対応をはじめ労働

安全衛生に関する諸法令及び諸通知に示す指導事項が遵守されるよう、引き続き、労

働基準監督署との緊密な連絡調整を図り、現場における指導や各種会議等の様々な機

会を捉えた安全指導等の取組について調整を図るなど、各署等の実態に応じ適切に対

応するようお願いします。 

 

【改正の趣旨】 

熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早

期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業

者に対し、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の

作成」、「関係作業者への周知」を義務付ける。 

 

【改正の概要】 

以下１、２の事項を事業者に義務付けること。 

１ 熱中症を生ずるおそれのある作業（※）を行う際に、 

①「熱中症の自覚症状がある作業者」 

②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」 

下平明博(SHITADAIRAAkihi
テキストボックス
別添１
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がその旨を報告するための体制（連絡先や担当者）を事業場ごとにあらかじめ定め、

関係作業者に対して周知すること 

 

２ 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、 

①作業からの離脱 

②身体の冷却 

③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること 

④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等 

など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を 

事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること 

 

※ WBGT（湿球黒球温度）28 度又は気温 31 度以上の作業場において行われる作業

で、継続して１時間以上又は１日当たり４時間を超えて行われることが見込まれ

るもの 

 

担当：業務課企画官（水源地域整備担当）  
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○
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
七
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（参考１）
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
編
・
第
二
編

（
略
）

第
一
編
・
第
二
編

（
略
）

第
三
編

衛
生
基
準

第
三
編

衛
生
基
準

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
五
章

温
度
及
び
湿
度
（
第
六
百
六
条
―
第
六
百
十
二
条
の
二
）

第
五
章

温
度
及
び
湿
度
（
第
六
百
六
条
―
第
六
百
十
二
条
）

第
六
章
～
第
九
章

（
略
）

第
六
章
～
第
九
章

（
略
）

第
四
編

（
略
）

第
四
編

（
略
）

附
則

附
則

（
熱
中
症
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
）

第
六
百
十
二
条
の
二

事
業
者
は
、
暑
熱
な
場
所
に
お
い
て
連
続
し
て
行
わ
れ

（
新
設
）

る
作
業
等
熱
中
症
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
が
熱
中
症
の
自
覚
症
状
を
有
す
る
場
合
又

は
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
に
熱
中
症
が
生
じ
た
疑
い
が
あ
る
こ
と
を
当
該

作
業
に
従
事
す
る
他
の
者
が
発
見
し
た
場
合
に
そ
の
旨
の
報
告
を
さ
せ
る
体

制
を
整
備
し
、
当
該
作
業
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
当
該
体
制
を
周
知
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
暑
熱
な
場
所
に
お
い
て
連
続
し
て
行
わ
れ
る
作
業
等
熱
中
症

を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
作
業
を
行
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
作
業
場
ご

と
に
、
当
該
作
業
か
ら
の
離
脱
、
身
体
の
冷
却
、
必
要
に
応
じ
て
医
師
の
診

察
又
は
処
置
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
熱
中
症
の
症
状
の
悪
化
を
防
止
す

る
た
め
に
必
要
な
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
手
順
を
定
め
、
当

該
作
業
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
当
該
措
置
の
内
容
及
び
そ
の
実
施
に
関
す

る
手
順
を
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



（参考２）


















